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広報広聴委員会会議録 

 

招  集   

平成３０年１０月１８日（木） 午前１０時から 議会委員会室  

出席委員（６人）  

 （委員長） 伊 藤 ひろえ  

（副委員長） 稲 田   清 

 今 城 雅 子   奥 岩 浩 基   又 野 史 朗 

 矢田貝 香 織    

欠席委員（２人） 岩 﨑 康 朗  山 川 智 帆 

出席した事務局職員 

先灘局長 長谷川局次長 足立係長 佐藤主任 

傍聴者 

 安達議員 

 報道機関０社 一般 ０人  

協議事件   

１ よなご市議会だよりについて  

   

 ２ 議会報告会について  

 

 ３ その他 

    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

午前９時５９分 開会 

○伊藤委員長 皆さん、おはようございます。お忙しいところお集まりいただきまして、

ありがとうございます。 

 ただいまより広報広聴委員会を開会いたします。 

 本日、岩﨑委員、山川委員より欠席の連絡がございましたので、御報告いたします。 

 本日は、お配りしてました日程表どおり進めさせていただきたいと思います。資料がち

ょっとたくさんあるので確認をさせていただきますと、議会だより・議会報告会見直しに

関する意見、皆様からいただいた意見を集約したもの２枚と、次に、議会だより発行に関

する要綱と、そして、議会報告会の要綱、そして、岡山市議会の議会だより、県議会     

だより、それと、よなご市議会だより第５０号とありますのは、昨年広報広聴委員会で提

案されたものでございます。文字を大きくしたらいいとか、ちょっと要旨を取りまとめた

らいいみたいな、そういうような意見をもとに案をつくっていただいたものでございます。

そして、机の上は米子市報ですけれども、これはＵＤフォントの見本として配らせていた

だきましたので、見ていただければと思います。以上でございます。 

 それでは、早速協議事件に入らせていただきたいと思います。 

 まず１番、よなご市議会だよりについてですが、初めに、これまで皆様方にいただいた



－2－ 

御意見で今回１１月号を、もう今発注をかけているところですが、改善された部分を事務

局より説明をいただきたいと思います。 

 佐藤主任、お願いします。 

○佐藤主任 では、今御紹介いただきましたけども、１１月１日、今もう印刷をしていた

だいている作業に入っていただいているところなんですけれども、１１月１日の議会だよ

りについて、いただいた意見で変更したところが、先ほど始まる前にもちょっとお話しし

ておりましたけれども、ＵＤフォントに今すぐは変更可能だということで印刷会社さんに

確認させていただいて、じゃあ、それでお願いしますということで、ちょっときょうはそ

の原稿は、もう今、印刷会社さんに返してしまっているので、議会だよりの原稿はないん

ですけども、先ほど委員長さんが言われましたように、市報のほうでちょっとどういった

形の文字なのかっていうのを確認していただいたらと思います。それに変更させていただ

いております。あと、大山町さんの、これ、コピーで済みません、この横のインデックス

のところを、何か今自分がどのページを見ているのかとかいうのがわかるように入れてほ

しいということで、これもすぐ対応が可能だということだったので、ちょっとこれもこち

らのほうで別に項目ピックアップして入れさせていただいておりますので御了承ください。

以上です。 

○伊藤委員長 これも入れてください。 

○佐藤主任 そうですね、その写真の募集についても。ちょっと若干間違いのある部分が

あったんですけど、後ろの背表紙に募集についての記事を載せさせていただいております。

あわせて、ホームページのほうにももう既に募集の記事は載せておりますので。これで以

上です。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。この３点、表紙のイラスト、写真を募集していま

すというところ、ＵＤフォント、そしてインデックスと、早速こういうふうに早く対応し

てくださるので、あと、どんどん意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、皆様のいただいた見直しに関する意見をもとに、きょうは御協議をお願いし

たいと思います。それで、この、ちょっと墨が入っている部分、マーカーが入っている部

分は、皆さんの意見が大体共通するようなところを事務局の方がマーカーを入れてくださ

いました。１つは、文字を大きくというところは大体皆さんの意見に入っているのではな

いかと思います。そして２番目は、ボリュームはそのままというところです。共産党さん、

又野委員のところは、ボリュームはそのまま、ボリュームもふやすというような項のとこ

ろもあります、意見があると思いますけど、また、御意見をいただきたいと思います。そ

して、ここにはないですけど３点目の議員の発言についても、上の記載ですね、簡潔に要

約、要旨を記載、個人の質問、答弁のボリュームを見直し、また、ＱＲコードで詳細な内

容を補完するというようなところ、議員の発言に対しても少し要領よく見直したほうがい

いのではないかという３つの意見が、大体皆さん共通しているところでないかなと思って

おります。 

 まず、この一つ一つについて協議を進めてよいか。文字を大きくは、もう皆さんいいで

すよね。ボリュームはそのままというところで、それはよろしいでしょうか。又野委員、

よろしいでしょうか。 
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 又野委員。 

○又野委員 議員団の中で話ししたら、今の状態の分をしっかり読んでおられる市民の方

もおられるんで、その人たちはそれを楽しみにしとられるっていう話もあって、もし文字

を大きくするならそのままボリュームもふえてしまうので、それっていう話もあったんで

すけれども、結局みんなの中でもまとまらんかったので、委員会にもう、あと結論は……。 

（「そういうこと、そういうことですね。」と奥岩委員） 

（聞き取れず）てきたということで、全体でもうボリュームをそのままっていうので、皆

さん統一しておられるんで、そっちの方向で、はい、議員団としても大丈夫、共産党議員

団としても大丈夫です。 

○伊藤委員長 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 でしたら、ボリュームはそのまま、今、年間８８ページですかね。そこで８８ページま

でに抑えるということで、確認させていただきたいと思います。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 ボリュームという単語が先ほどから出てるんですけど、ページ数っていう理

解でよろしいですね。ボリュームっていうと内容が密になるのかというような感覚があっ

て。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 私はここでは８８ページというところがボリュームだと思っていて、８８ページ、また

ふえてしまうと、ページ数ふやしてしまうと予算にかけないといけない、また高く上がっ

てしまうというところだと思うんですけど。 

 稲田委員。 

○稲田委員 全部言えばわかると思うんですけど、文字は大きく、その分の原稿の文字数

は必然的に少なく、なぜならば８８ページを守るからでいいですよね。 

○伊藤委員長 ありがとうございます、整理していただいて。 

 そうなんです。文字を大きくしてボリュームはそのままですと、何かを削るとか、また、

配置を変えたところで何か削らなければいけないなというようなところで、発行に関する

要綱の見直しも当然かかわってくるのではないかと考えております。その上で８８ページ

というボリュームを堅持するということでいいのかということを確認させていただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 じゃあ、ボリュームはそのままということで、議員の発言に関するところは、少し、皆

さんの具体的な意見はないんですけども、簡潔に要約だとか、要旨を記載、個人の質問、

答弁のボリュームを見直す。そして、政英会さんが出してくださっているＱＲコードを張

りつけて各議員の発言項目へリンクを張るというところは、質問全て載せることはできま

せんし、２項目の中でもなかなか全てを理解するというふうなことにならないので、そこ

はきちっとここで見れますよということを補完しながら、要約なり、ボリュームを少なく

ということでよろしいですか。 

〔「はい」と声あり〕 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 
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 奥岩委員。 

○奥岩委員 少し補足をしますと、持ち帰りということでしたので持ち帰りさせていただ

いて、前回３つ案を出させていただいたと思うんですけど、その中でも対応が可能なとこ

ろとか予算がかからないところというところで、この２点に今回絞らせていただいており

ます。補足です。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 なので、次のところでは、よなご市議会だより発行に関する要綱をちょっと出していた

だきたいんですけれども、また、この場ではちょっとなかなか決めづらいというようなと

ころもあるので、持ち帰っていただければと思いますが、第１条の趣旨としましては、議

会だよりは議会の活動状況及び議会に関する各般の事項の周知を図るとともに、市民の市

議会に対する理解及び関心を深め、市議会をより市民に近づけるため、よなご市議会だよ

りを発行するものとして、第２条にあります、２月、６月、８月、１１月の４回です。そ

の次の議会だよりの掲載内容というところで、代表質問は議員の数に２を乗じて得た数以

内の数の、以内ですからね、でも、今は政英会さんだったら２０項目を上げています。関

連質問も１人２以内の項目について、各個質問もそのとおりですし、あと、（４）番、（５）

番、（６）番、（７）番、（８）番、（９）番、（10）番、（11）番まで、そして、この（11）

番の最後には市民の関心が深いと思われるものというふうなところで、何か何を載せても

いいっていうようなところもあったり、あと、意見書からずっと、会議の概要、議案、諮

問及び報告というようなところで、とても載せる項目が多いですので、自由度をちょっと

何か、関心の深いところを上げようと思っても、今なかなか掲載できないような状況では

ないかと思いますが、事務局のほうでそのあたりを説明されますか、いいですか。 

そういうような状況だと思うので、何か、ここは簡略するだとか、ここはもう削除をす

るだとか、ここはホームページで補完するだとか、そういうようなことが必要かなと思い

ます。 

 何か御意見がございましたら。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 差し当たって、ちょっと済みません、戻るんですけど、意見集約のところで

各会派さんから出てる意見に対して、今の市議会だよりの要綱に準じてこれを今の段階で

もし全部やるとなったときに、どこかひっかかるところがあるから今、要綱を再確認して

いるのか、それとも、要綱自体をもう一回見直しをして、先ほど委員長がおっしゃられて

いたとおり議会だよりを変えていくのか、それともホームページとかウエブをもっと充実

させていくのか、今どっちのお話になるんでしょうか。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 文字を大きくする、そしてボリュームはそのままっていうところで、何かを削ったり何

かを要約したりとか、そうしなければいけないということになると、この議会だよりのこ

の第３条にある項目全部を今上げていますけれども、文字を大きくすると入らない部分が

出てきますよね。そこのところを、第３条のところを改善するべきところがあるのではな

いかな、改善できるんではないかなと思っているところです。 

 又野委員、どうぞ。 

○又野委員 集約されたところで、やはり質問のところをもうちょっと簡潔にとか要約し
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てっていう御意見が多いので、もしそれで対応するのであれば、要綱のところで、要約し

たのを２項目のままにして要約すれば、要綱まで変える必要はないのかなと思いまして、

それで対応すればいいのかなとか思うんですけど。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 そうですね。このとっとり県議会だよりを見ていただくと、これは１項目しかありませ

んが、この分量が、ちょっと文字が大きくなって分量これくらいなんですね。それで、も

う一つ見ていただきます、よなご市議会だよりも３段にして、これくらいの枠を決めて、

その中に書いていくというような感じになっていますので、それは可能かもしれないです。 

 事務局、どうですか。 

○佐藤主任 これについてちょっと説明をしましょうかね。 

○伊藤委員長 はい、はい。ありがとうございます。 

○佐藤主任 じゃあ、今ちょっとこの資料について触れていただきましたので、これは、

前の広報広聴委員会のときに、ちょっと議会だよりの文字が多いんじゃないかとかいろい

ろ、私の中で考えてるところもあったし、私の友達に聞いたら全く読む気がしないみたい

な意見を正直もらって、せっかくつくってるのにと思ってちょっと悲しくなって、広報広

聴委員会じゃなくて当時は議会だより編集委員会、矢田貝議員さん、なっていただいてた

りしたんですけど、とか、各会派の代表の方、会長さんとか幹事長さんとかにちょっとい

ろいろ個人的にお話を聞いたりとかをしていく中で、やっぱりちょっと文字が小さいかな、

逆にこのままでいいんじゃないかっていう意見もあったし、いろいろあって、ちょっと個

人的にこんな感じにしてみては、皆さんの意見を聞いた中でこんな感じにしてみてはどう

でしょうかということを前回の広報広聴委員会、前の委員さんのときの広報広聴委員会の

ときにちょっと提示をさせていただいた、これは流れたんですけど、そのときは、提示を

させていただいた資料を、またこのたびの会議でも出してもらえないかというふうに伺っ

たので、私のほうでちょっと用意をさせていただきました。 

 なので、表紙から説明しますと、よなご市議会だよりの今こんな文字をつけているんで

すけど、何か角々しくって嫌なので、もっとかわいらしい文字にできないかっていうのが

あったので、このよなご市議会だよりの文字を変えてみたり、あと、今このあらましって

いうのが基本的に１段しか入れてないんですけど、前は２段入ってて、もう表紙から文字

だらけみたいな感じだったんですね、よなご市議会だよりは基本的に。なので、もう表紙

から文字だらけにしないで、目次だけでいいんじゃないか、よその市議会だよりなんかは

本当写真だけだったり、目次だけだったりみたいなふうにしとられるのが多かったので、

目次だけでいいんじゃないかっていうことで、こういった表紙を私のほうで提案させてい

ただいたんですね。 

 めくっていただきますと、クローズアップみたいなのをこちらのほうでもつくらせてい

ただいて、これもよなご市議会だよりはめくってすぐに、あらましが終わったら、今度、

提出した意見書とかが全部ばあっと今のところ載せてるんですけれども、それもまたごら

んのとおり文字だらけになってしまうので、意見書は、そこの右の下のほうに書いてあり

ますけど、件名だけ、もし必要だったら、ちょっとこういう内容です、こういった意見書

ですみたいなのを入れてもいいのかもしれませんけれども、こういった意見書を提出しま

したっていう内容だけ。あと、先ほど委員長さんも言われましたけど、じゃあ、詳しく知
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りたい人はどこを見たらいいのかっていう案内が必要だと思いますので、米印で会議録も

ありますし、ホームページでも見れますよというようなことも入れて、そういうふうにま

とめたらどうだろうかというのもあったので、こういう形でつくらせていただきました。 

 あと、そのときの定例会で何があったのかっていうのがぱぱぱっと見れてわかったらい

いかなと思って、その太字のところをぱっぱっぱっと見れば、ああ、こういうこと可決し

たんだなって、これはあくまでも例なので、ほかにも書き方があるんでしょうけれども、

予算に関してはこういった内容のものを可決した、条例についてはこういったものを可決

したっていうようなことがわかるように、しゅっとまとめて、こういった、まず、見開い

たらそのときの定例会で何が起きたかっていうのが、あらましでだらだら文字で書くんじ

ゃなくて、こういう形にしたらどうかなっていうのをちょっと提案させていただきました。 

 あらましは、その右上のほうにしゅっと集約して、だらだら書かないで、何月何日から

何はこうこうこういうふうにやりましたみたいなのを、委員会審査やりましたとか、各個

質問やりましたとか、そういうのをちょっとまとめてもうつくらせていただいたっていう

のをつけさせてもらいました。 

 ここにはちょっとないんですけれども、ついでに言いますと、このページをめくったそ

の次の見開きのところ、今、「市政のここを問う！」になってますけど、ほかの市議会だよ

りでは、ここは、今提案することじゃないかもしれませんけども、この賛否の、見えます

かね、今、市議会だよりの一番後ろに賛否とか結果とかを載せているんですけど、この「ク

ローズアップ！」の定例会のこの後ろのページにもう、定例会の話は初めのほうに持って

いくといいますか、ここに賛否の一覧をつけてしまったらどうかというような話もありま

して、ちょっとここには載せてません。 

 この「市政のここを問う！」っていうところも、一応こんな感じでっていうのを提案し

て、こっちのほうに戻ります、入れさせてもらったんですけど、代表質問のボリューム、

大体ボリュームはどのくらいにするとどういう感じの見方になるのかなっていうのをわか

りやすいように、代表質問だったらこのぐらいかなみたいなの、ここですね、１項目をこ

のくらいでしたらこんな感じに読むときに見えるかなっていうのと、例えば１ページを３

分割したらこんな感じだし、２分割したらこんな感じだし、４分割したらこんな感じだし

っていうのがちょっとわかるようにつくってみました。 

 一番後ろのちょっと委員会の行政視察は、これはそのとき提案したものなので、またち

ょっと変わってくるかとは思うんですけれども、済みません、一応ざっとですけど。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

○佐藤主任 イメージのために。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。大体のイメージはおわかりいただけたかなと思い

ますし、私も、又野委員おっしゃいました、要綱を変えずに、例えばレイアウトだったり

枠をつけたりだとか、それに文字ばっかりっていうようなところは写真だとかイラストだ

とかも、なるべくいいところで配置をするというようなところで、もしかしたらクリアで

きるのかなと思ったりもしますけれども、文字をどれくらいの文字に大きくするって、大

体文字を大きくするって県議会でこういうふうな、これくらいの文字だったらいいですよ

ね。そうすると、今、質問項目の文字数が大体幾らで、この文字になると、例えば８割く

らいになるだとか、そういうようなことは教えていただくことはできますでしょうかね。 
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 佐藤さん。 

○佐藤主任 原稿で出すときは１２ポイントで出してるんですけど、今度向こうでつくら

れますので、これが、ちょっと文字の大きさまでは確認してみないとわからないんですけ

ど。これがうちで出してる文字の大きさじゃなくって、向こうが。 

（「仕様は。仕様はあるはずだよ。仕様があるでしょう。仕様はないとおかしい。ないの、

仕様が。」と先灘事務局長） 

１２ポイントになってますね。 

○伊藤委員長 矢田貝委員。  

○矢田貝委員 私、全部で年間８８ページっていうところの考え方を、代表質問の報告を

する月とそうじゃない月とか、ボリュームが変わってくるっていうやり方が一つは工夫で

きるんじゃないかなというふうに思っているということを言いたかったです。先ほど丁寧

に、ちょっと流れたような形で２回目の提出になったこれの考え方なんですけれども、今

現在は採決結果一覧が全議員の名前があって丸、ペケであるとか、それに対する意見書の

全文で、ここの丁寧さが今回、今御説明いただいたものはすっとシンプルになっていると

思いますし、岡山であるとか多くの議員数があるところのたよりっていうところの工夫っ

ていうのは、よなごのこの今中身を大きくしてどこか削ろうっていうときには、変えてい

くチャンスだと思うんですね。その中で、どこまでこの議会だよりに関する要綱をつつく

かっていうところはおいといても、こっちに行くんじゃなくって、８８ページをどういう

ふうにして使っていくのかっていうのは、何かざっといろんな意見が今出せるのかなって

いうふうに思うんですけれども。本当に丁寧にお伝えしていくべきところと、知るために

はホームページとか何かでまた知れるっていうところで、この今、個人の質問内容を重視

したようなたよりっていうより、議会として今こんなこと話し合ってますっていう、今、

佐藤さんとしてはこれがどうなるかわからんけどって最後のところの委員会の動きとか行

政視察とは限らずに、こんな話をしておりますっていうようなところも重要視していって、

議会の魅力発信につながらないといけないんじゃないかなっていうのが、今回の意見を出

すときに話し合いながらまとめ切れなかったところでありましたので、口頭でお伝えした

いと思います。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 本当に矢田貝委員が言ってくださってた、何を伝えていくかとか、どういったものを出

していくと身近に感じていただけるか、興味関心が湧くかというようなところも必要だと

思いますので、そこが本当に肝じゃないかなと思いますので、その辺のところの御意見を

いただければなと思いますが、いかがでしょうか。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 ちょっとごめんなさい、ついていけてなくて。何回も済みません、議会だよ

りの文字を今大きくするっていうお話で、そうするとそのままやっちゃうとページ数がふ

えるからっていうところで要綱に入ったと思うんですけど、そこはだからそのままでいい

じゃないかっていうお話で、内容をどうするかっていうところですか。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 内容……。 

○奥岩委員 内容については、持ち帰りで会派のそれぞれ意見を出していただいたりとか、
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改善点とかは出していただいてると思うんですけど、それとは別個で新たに今ここで話し

ましょうっていうことですか。 

○伊藤委員長 強調するべきところだとか、優先してお伝えするところというような意味

合いじゃなかったかと思います。それを、例えばさっきもおっしゃいましたように視察の

報告だとか委員会だとか、あと、議員の動きというようなところを出してもいいのではな

いかという御意見でした。でも、またそれをプラスプラスしていくと、文字が大きくなる

のでやっぱり何かを削っていくというようなところにまた入っていくと思うので、皆さん

全体が、議員の発言のところのボリュームはもうちょっと割いてもいいんじゃないかとい

うようなご意見ございますし、なので、それはもう守らなければいけないだとか、ここは

いいけどここは削ったらいいっていうような御意見をいただければと思っております。 

○矢田貝委員 ちょっと確認いいですか。 

○伊藤委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 過去の約束事というか、決まってきた採決一覧を載せるであるとか、議決

結果の理由等のところの書き方であるとか、かなり話し合って今の形ができてきてるんで

すけど、そこも含めて持ち帰ってもう一回考えるっていうことなんでしょうか。そこはつ

ついちゃいけないっていうことだったらここで悩む必要はないんですけれども、ページ数

を維持しながら文字を大きくするっていう中で、ここの考え方までもう一回、再度意見を

上げていいのか、陳情を受けてこれも上がることになったというようなその背景は無視し

て、もう一回話し合うんでしょうか。 

○伊藤委員長 皆さんはどうお考えになられますでしょうか。採決結果の一覧は議会改革

というところで長年意見が出されていたところをこういうふうに形になったもので、あと、

陳情の賛同議員がついたというようなところの議会改革の委員会の中で、賛同理由を報告

するべきではないかというような意見もあったと私は認識しておりますので、そこは歴代

の議会がやってきたところなので、そこはなかなか、もうそこはいいんじゃないかという

ような話はなりづらいかなと思ったりします。ちょっとそこはもしかしたら改善の余地は

あるのかもしれないですけども、それを全部なくしてしまうというようなことは、皆さん

のまた御意見をいただきたいと思いますけども、なかなか難しいのではないかなと思った

りもします。なので、やっぱり要綱を余り変えずに、しかも何かどっかを削っていくとい

うようなところは、やっぱり議会の質問、発言についてが一番やりやすいのかなと思った

りもします。 

 例えばですけども、意見書、宣言及び決議なんか、どこかの委員会で、さっきの、岡山

でしたっけ、表題だけが上がっているところがございました、可決した意見書というとこ

ろで、岡山の２のページのところに本当に何か、この、なんで、中身がわからないという

ようなところですけど、可決した意見書というので２行だけ。 

○矢田貝委員 陳情もですね。 

○伊藤委員長 はい。なので、いろんな御意見をいただきながら、ぎゅっとまとめていく

ところや、要約するところや、文字を大きくするということであればそういうことはいた

し方ないかなと思いますので、どこを選んでいくというようなことは必要なのかなと思い

ます。ここも全文、要綱の中でも全文を載せるとかそういうことではないので、要綱を変

えずにできるんですよね。全文を載せなくても要約したものでもということですよね。 
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 局長。 

○先灘事務局長 あくまでも編集方法ですので。ですから、ここに載ってる項目を全部載

せろという条文じゃないというお考えでしていただければ。以前はこれにかなり拘束され

ていましたので、この３条の項目について載せますよ、でも、載せ方は本当に拘束されて、

意見書は全部載せます、議決も全部載せます、でも、編集方法で変更できればこれは拘束

されるものではないということでやっていきたいと思います。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 それでは、要綱の変更はしなくても要約したものを載せていいという理解でいいですか

ね。 

 局長。 

○先灘事務局長 事務局的には、この議会だより、ほとんどが質問、答弁ですので、この

ままされるっていうことは相当要約します。要約すると意味が違ってきます、作業は同じ

なんです。全部聞かないと要約できない。聞きながら要約っていうのは、ちょっとなかな

か我々では困難です。そこの部分が一番事務局、ちょっと代弁しますけども、一番困難な

とこなんですね。要約って一番困難なんですよ。そのまましていただいたほうが楽なんで

すね。多分きつくなると思います。そこの部分で他市は、例えば大山町を例にしますと、

議員さんに書いていただくというんですが、これもチェックがまた出てくるというところ

で、編集方法のあり方、ここらを少し工夫が欲しいんじゃないかなというところ     

と、もう１点は、この議会だよりもう４０年、発行して４０年たつんですが、ほとんど変

わってない。今回初めてこういう形でいろいろ変えようという、前回もあったんですけど、

そのままになってしまったんですけども、４０年ほとんど変わらないやり方です。当時は

報告としては議会だよりと会議録の紙しかなかったんです。今はネット中継、テレビ中継、

いろんな媒体があって、いろんな情報がほかで見れるようになった。この議会だよりの役

割っていうのはどういう意味なのかなっていうところで、多分相当要約してるっていうの

は、ほかで代替があるからここは要約してっていうところが相当数あるんじゃないかな。

あるいは、紙面のページ数、先ほど８８ページっていうのは、これも相当ふえて８８ペー

ジになるという、この固定するのかどうなのか。じゃあ、減らすんなら、その８８ページ

ありきっていうよりも、予算的にページが減れば高くないという、経費が減るというとこ

ろあります。ですので、この８８ページも固定するのかどうなのか。予算も結構、今回、

来年度予算はシーリングがないということに今なってるんですけども、ただ、見直しでき

るところは見直し。ここの部分、事務局で減らすっていうのはなかなかできませんので、

８８ページありきでいくのか、やはり要約していくんでしたらお伝え、余り変わらずにお

伝えできるんでしたらページ数減らすっていうのも選択肢としてあってもいいんじゃない

かなという気がします。ただ、予算要求だけはもう８８ページで、もう日数もないですん

で、させていただければと思います。あとは編集の形で、佐藤さんが大変苦労してますけ

ども、割りつけなので減らしていいんだったら減らしてもいい、内容は濃いんだけども減

らせるというようなところは工夫できればいいんじゃないかなというふうに。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。事務局の説明でした。 

 そのような形で８８ページというようなところも、それ以内ということで予算が上がら

ないというようなところでやっていければと思っておりますし、あと、ここの質問の発言
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の記載のところは、ここの場ではなかなか難しいですので、皆さんがそれぞれこういう形

でこういうふうにしたらいいんじゃないかというようなところ、要約するんだったら要約

の仕方、議員で（聞き取れず）というようなところ、例えば例ですけれども、というよう

なところもあわせて次回御提案いただければなと思いますから、お持ち帰りいただいて。 

 今城委員。 

○今城委員 持ち帰りということで承知いたしましたということなんですけど、基本的な

形として、ゼロから持ち帰るといろんな意見が出て、結局また同じようなことで、また初     

ってことになりかねないなと思うところです、私も含めて。そうすると、例えば、これは

当然、岡山さんのやつを見させてもらったりすると、当然議員数が多いからっていうこと

での個人の質問と書きながら誰が質問しているのかさっぱりわからない。内容、こんなセ

ンテンス、こんなこんなこんなこんなことっていうことでまとめられて、誰のかわからな

いけどこういう質問出たよっていう形になってますね。ということは、例えば、今回私が

質問してもここで載らない可能性は非常にあるという、そういうことも踏まえてつくって

おられるんだなっていうふうに思うわけです。となると、まずはそういうことを２６人の

議員でするべきかっていうことは、ちょっとここではなかなか難しいことではあるんです

けれども、基本２６人、２５人かな、議長さんのことを考えると、ということを踏まえて、

全員のを載せるっていうことになると、じゃあ、そこのページ数の問題とかも、先ほど言

ったボリューム、文字数の問題とかいうところで割りつけとして先ほど提案、最初の提案

みたいな話であったので、１ページに何人入れるのか、３人だったらそういう割りつけの

中で、文字数が大体どれぐらい、じゃあ、自分が、最大２項目であるわけだから２項目で

しようと思うと、質問も答えも物すごく簡潔な形にならないといけないので、そうすると

当然、ここのところお願いねっていう形で出していかないと、何か原稿とかもばんと渡し

て、何とかせえやいみたいな、今までの形で、ここお願いします、ここお願いしますって

いう形にしての答弁もってしないと多分できないだろうなと思いますし、３なら３で、２

なら２でっていう、そのボリュームの問題をきちっとここで決めといた上で、とりあえず、

それで、じゃあ、その場合だったらどういう内容にしましょうかとか、数とかはどうしま

しょうかっていうふうに持ち帰らないと、ちょっと難しくないですかというところなんで

すけど。 

○伊藤委員長 又野委員。 

○又野委員 先ほどのお話のとおり、せっかくこの提案がある、１ページに２人とか３人

とかっていうのがあるので、さっき、ここぐらいはおっしゃられたように決めてから、決

めれないかなとちょっと思って、それで、確かに要約するのを事務局さんのほうにお願い

するのは大変だと思いますんで、議員それぞれでやっても、このポイントだけっていうの

は、出したい部分ってあると思いますんで、やってもいいのかなと思います。以上です。 

 それは持ち帰るかどうかは別ですけど、私の意見のちょっと、それだけは言わせてもら

いたいだけで、レイアウトの部分はある程度決めてもいいかなと。 

○伊藤委員長 いかがでしょうか。 

 稲田委員。 

○稲田委員 事務局さんにちょっと聞いてみたいですけど、各議員が議会質問をして、ど

こを載せるかの確認はされてますよね。私の、議員がした自分の行き帰り６０分、全部お
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任せなんてことはないですよね。 

○今城委員 そういう人もあるんだ。 

○先灘事務局長 議員間で格差があるわけです。ここに来ていらっしゃる委員さんではな

いですが。 

○稲田委員 ああ、いえいえ、格差で理解しましたよ。 

○先灘事務局長 原稿等を出していただいて、ここですよっていうことで教えていただい

て、物すごく編集的には助かってはいるんですが、一回全部聞かないと。聞いて、それを

提出しなきゃいけない方も何人かいらっしゃるんですね。そうすると、要約しようが何し

ようが、聞かないといけない作業が一部の方、申しわけございませんが、ございます。で

すから、足並みがそろってないというのが事実ですので、そこを求めても、なかなかこれ

までも何年もやっていらっしゃる方法がありますので、そこのところは使い分けていきた

いと思います。 

○佐藤主任 委員長、済みません。 

○伊藤委員長 佐藤主任。 

○佐藤主任 ちょっと補足といいますか、やっぱり発言を、当局もですし議員さんもです

し、してない、気持ちはもちろんそうあるんだけど、発言してないし、そんなこと言って

ないけど、求めとる答えと違うけんっていって答弁を編集してといいますか、変えて載せ

ることはちょっとできないんですね。やるって言ってないのに、答弁ではそれやるって言

ってないけど、議員さんとしてはしてほしい思いがあるから、やりますっていうふうに書

けみたいのになってくるのはちょっとまたいけなくって、何かその辺も御自身でつくられ

るときに、気持ちはあるんだけど、そこら辺のならしがちょっと、結局聞かないとわから

ないっていうのもそれはあるんですね。盛っては載せれないというか、そこら辺のことも

ちょっと、もし、議員さんでつくられるってなったら、そこは徹底してもらわないといけ

ないかなっていうのをちょっと聞いてて思いました。 

○先灘事務局長 よろしいですか。 

○伊藤委員長 はい、局長。 

○先灘事務局長 同じ足並みそろえるためには、例えば発言を全て紙でお渡しして、選ん

でください、これだと同じ形なんですが、それもちょっとシステム的に今、ＡＩの自動反

訳システムの質がどうなのかっていうところで、今、そこらも含めてやってます。それは

会議録も含めての話なんですけども、そうできるようになれば、同じものをお渡しして、

この中でやらせてくださいっていう足並みがそろうことは可能かと思うんですが、現時点

では出していただく方、そうでない方、聞かないといけない方、まちまちですので、そこ

らはなかなか変えにくい部分ですので、やり方はこれまでどおりしかなかなかできにくい。

あとは、議員さんで個々で要約の仕方とか文字の書き方とか、いろいろ、ですますとか、

一応そろえてますので、出していただいたとしても変えなきゃいけない部分が出てきます。

今のやり方がいいのかどうなのかも含めて、事務局でも検討させていただきたいと思いま

す。出していただくのは非常にありがたい部分があるんですけども、そういう部分です。 

○伊藤委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 済みません、名前がないまま議会の質問がこれに載ってたっていう話があ

りましたけれども、逆に具体的にここでお願いします、ある程度の文字数までもう絞って
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出して、そこで検討していただくっていうところにならない場合は載せないっていうぐら

いな勢いでいいんじゃない、どうです。発言した人が本当に全員紹介されなければいけな

いのかというところっていうのは、この議会だよりの考え方そのもののところではないか

というふうに思うんです、これから字を大きくして内容考えようかっていうときに。そこ

まで質問の時間も項目も差がある中で、１人に対して与えられた時間は同じなんですけれ

ども、使った時間も違う、立つ立たないもそれぞれ違う中で、個人のたよりではないわけ

ですので、そこはどこまで平等に２項目っていうことでする必要があるのかなっていうふ

うに、今ふと、お話聞きながら、名前がないまま、そうだよねって自分が検索しながら気

づいたところなんですけれども、福岡は会派で項目を決めて議会だよりになっていたよう

に、検索したときには思いました。代表質問のときのボリュームが多かったっていうふう

なのもあったので、もう一回今の佐藤さんが説明いただいた、これをもとにしながら、ど

うなんでしょうって一回持ち帰ってみて、何が出てくるのかっていう問題点が見えてくる

ところもあるのかなって、ここで幾ら話ししても何か進まない、いろんな角度からの意見

も出るしっていうふうに思うんですけど。 

○伊藤委員長 また、会派の中でも一人一人、個々の意見が違うと思うんですね。なので、

ここだけでどんどん決めていくっていうのはとても難しいし、本当に議員の政治生命の根

幹にかかわるところになってくるのかと思うので、ここはちょっと丁寧にさせていただき

たいなと思っていて、持ち帰っていただいて、いろんな意見をいただいて、その後に３例

ぐらいちょっとつくって、こういうふうな形で書いていくということはどうですかという

ようなことで、また提案させていただければなというふうに思うんですけども、いかがで

しょうか。 

○伊藤委員長 奥岩委員。 

○奥岩委員 今の持ち帰りはいいんですけど、先ほど、又野委員が言われたみたいに、大

枠として、じゃあ1ページで何個を載せるのかとか、何文字にするのか、その辺も持ち帰り

にされますか。 

○伊藤委員長 かかわってきますので……。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 私はそれも含めて持ち帰りで、今言いましたように佐藤さんが説明してい

ただいた、これを見ながらどういったパターンがあるのかっていうところで、ここからス

タートするっていうふうにしたら、ここであえて決めて帰らなくても、ある程度の意見が

出てくるかなというふうに思います。 

 もう１点、ここで確認をするべきところではないかもしれませんけど、何回も言うんで

すけれども、今、又野委員がおっしゃったのは、要約もある程度この広報広聴のメンバー

でやるというところの意見を言ってみたものの、現実は難しいんだなっていう御理解だっ

たと。最初に言ったのは……。 

○又野委員 それぞれの議員で。 

○矢田貝委員 あっ、議員で。 

○又野委員 はい、ごめんなさい。 

○矢田貝委員 そこのところですね。そこはある程度要る。 

○伊藤委員長 そこも悩ましいところだとは思いますので、そこも含めてお持ち帰りいた
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だいて、意見を出していただいて、それをもとに３案ぐらい出させていただいて、こうい

う形っていうのはどうですかというような御提案の仕方をさせていただいて、またそこで

意見をいただくというような形にさせていただきたいと思いますけど、よろしいでしょう

か。よろしいですか。 

○又野委員 委員長、済みません。 

○伊藤委員長 又野委員。 

○又野委員 要約する場合ですけども、どんな格好で議員が出したらしやすいのかってい

うのを、ちょっとわかりやすく言っていただけると。 

○伊藤委員長 先ほどの局長の意見は、要約したものを出してもらったとしたって全部読

まなければ、全部見なければ、どっちしたって同じことだというふうな。 

○先灘事務局長 同じことだといいますか、大変難しい作業もあります。どっちがいいの

かですので。 

○伊藤委員長 稲田委員。 

○稲田委員 要約するんであれば、議員個人がするとしても、文字数決めるっていうこと

です、要するに。要約があるっていうのは、制限があるから要約するんであって、制限が

要らなければ、もうそれこそ分厚い冊子でいいわけなので、文字数だと思いますよ、要約

するんであれば。 

○又野委員 そこをはっきりしていただいて。 

○伊藤委員長 そうですね、それで、さっき私も聞きましたのは、今の文字数と、あと、

大きい文字にするとどれぐらいの文字数になるのかっていうのが大体そこでわかると思う

んですね。だから、３段だとこれぐらいの文字数になるというようなことがわかれば、も

うちょっと具体的に考えられるのかなと思いますので。 

 長谷川次長。 

○長谷川事務局次長 あくまで概算ですけど、今お配りした今の現行のよなご市議会だよ

りが、大体１行が１４文字掛ける３４行。 

○佐藤主任 ３２から３４行の５段組み、１行１４文字のが今の市議会だよりので、ちょ

っと文字のフォントの大きさまでは、さっきも言いましたけどちょっとわからないですけ

ど、そうなってるんですね。 

 ちなみに私がちょっと提案させていただいた、ちょっとこれ、去年つくったやつなので

記憶が定かでないんですけど、この２段分けのほうかな、この２段に２人、１ページに２

人載せるバージョンの、この１つの項目が、今、事務局が市議会だよりつくって、済みま

せん確認お願いしますっていうのが、Ａ４にこの２段のやつをいつもお渡ししてるかと思

うんですけど、あれの１段目の３分の２ぐらいまでがちょうどこのぐらいだったと記憶し

ています。なので、そうですね、そのくらいになるのかな。これはあくまでもレイアウト

のイメージなので、ちょっと文字数までは全部一々数えてはいないんですけれど、そのぐ

らい、いつも確認してくださいとお渡しするやつの１段の全部ないぐらい、３分の２ぐら

いとイメージしていただけたら。 

○伊藤委員長 １つ聞きますと、それは文字を大きくした。 

○佐藤主任 大きくしました。 

○伊藤委員長 大きくしたものだと。 



－14－ 

○佐藤主任 はい、今手元に、今つくってる、お持ちですかね、今配られてる、ちょっと

比べてみてもらったらわかるかと思うんですけど、私がつくったやつと。 

○先灘事務局長 文字数が、これは４段組みと、この３段組みのやつが各個質問。 

○今城委員 １４文字だけど５段組みなので、文字がちっこいんですよね。フォントが     

結構ちっちゃくて、文字数がたくさん入るっていうかたち。 

○佐藤主任 例えば今だったら、一人一人、ちょっとすごくこれも見にくいけども、友達

にも言われたんですけど、１人がここまでとかっていう分け方をしてるんですね。なので、

私がつくって提案させていただいたのは、１人のスペースをつくっちゃう、ほかの市議会

だよりとかも見させてもらって、だらだら、どこまでがどの議員さんが言っとるのかわか

りにくいみたいなのもあって、だから、もう枠でくくっちゃうっていうのをちょっと提案

させてもらったんで。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 枠でくくるっていうのは、ぱっと見たときでも見やすいっていうふうに思いますので、

枠でくくるのはとてもいいと思うんですよね。 

○佐藤主任 なので、今の文字数とか様式にこだわられる必要はないのかなと思うんです。

これで、仕様で契約すればいいのかなと思ってるので。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 矢田貝委員、どうぞ。 

○矢田貝委員 今、話ありますが、これを一回、次の次の段階の話ですけども、今度持ち

帰ったときに意見がまとまってきます。そしたら、今の製本に出ているその形を私たちが

まとめようとしてるものだったらこうなりますっていうものをやっぱり一回つくってみて、

そこの段階と思うのと、それから、各議員が質問する初日と最終日ではかなり日にちも違

いますし、締め切り日っていうところの余裕のある分違うと思うんですけれども、実際に

業者さんに出す日にちっていうところの設定っていうか、本当にそこじゃないといけない

のかっていうあたりっていうのは、どうなんでしょう、きゅうきゅう過ぎるんじゃないっ

ていうふうに思ったりもしていて、そういうのは絶対に言えませんか。 

○先灘事務局長 それ、よろしいですか。 

○伊藤委員長 局長。 

○先灘事務局長 要綱の中に、第２条で、２月、６月、８月、１１月となっております。     

これを、個人的には、相談しなきゃいけませんが、３月、６月はそのままで、９、１２と

するっていうことが可能であれば余裕は出てきますね。以前は会議録とこれしかなかった

ので、次の定例会が始まる１カ月前ぐらいをめどにしてるんです、８月１日とか１１月１

日ですね。これが、定例会がある月の初日に出しても、委員の皆さん方がいいよっていう

ことでしたら、ずらせていただくと物すごく余裕は出てきます。今すごくタイト、特にこ

としの場合は定例会が７月でしたので、物すごくタイトだったというので。それが考慮い

ただければ、作業的には非常にいいですね、佐藤さん。 

○佐藤主任 ですね。 

○伊藤委員長 稲田委員。 

○稲田委員 いいですか。別に反対ではなくて、例えば２月が３月になったとしたら、１

２月議会のは３月に各家庭に行くんですが、それは、ちなみにですけど、今何月だったっ
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け、１２月のが３月で、要は２月の末の市報と一緒に来るイメージなのかっていうことで

すよね。 

○先灘事務局長 ２月の終わりっていうか、３月１日ですから、１日だけど早目に来る自

治会もあるし。 

○稲田委員 ですよね。だから、ほぼ議会の開会ぐらいのときだから、３月議会をこのス

ケジュールですっていうのが書いてあればだけど、場合によっては２月下旬から始まる議

会もあるので、ちょっとだけってことはあるけれども。 

○先灘事務局長 というところですね。 

○稲田委員 は、加味しときなさいよということです。 

○先灘事務局長 それで、６月がなぜ５月じゃないかというと、３月定例会、代表質問が

あってボリュームがあるので、６月をしてるというところで、これだけちょっとイレギュ

ラーで、あとは定例会の１カ月前の１日発行なんですね。ですから、そのあたりが余裕が

できるんだったら非常に楽にはなるんじゃないかなという気は、気はっていいますか、作

業的にも佐藤さん以下職員、私はやってないんですけど、タイトじゃないので、議員さん

方も、早くここまでに出してくれっていう形で、せわしなくやられるということもありま

すので、つまり勘案できるんじゃないかなっていう。あとは、発行する日がおくれること

によってどういうふうな（聞き取れず）なのかっていうのもちょっと持ち帰って御相談い

ただきたいなという気はしております。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。貴重な御提案でしたね。 

 どっちしたってホームページだとか、あと、事前に、今度は何月なので何月の議会のも

のはここでごらんくださいみたいなような、それはやっぱりきちっと補完しつつ、という

ことになれば可能性ありかなと思いますし、先ほどありました、３月、６月、９月、１２

月議会月なので、ちょっともしかしたらタイムラグはあっても、でも、あっ、今、議会や

ってるんだというようなことが手にとってすぐわかるというようなことでは、見てくださ

る方も関心がより、議会に来るというようなことも含めてできるんではないかなというふ

うに思った次第ですので、これもやっぱり持ち帰っていただいて、皆さんの共通理解が得

られるならこのような形に要綱を変えるというようなこともいいのではないかなと思いま

す。私は……。 

○先灘事務局長 よろしいですか。 

○伊藤委員長 局長、どうぞ。 

○先灘事務局長 この件につきまして、ことしは８月号が９月１日号になって、自治会長

さんで長い方だと、何でないのかっていう、変わったときにですね、ですから、次回変え

る際に、きちんと広報しないといけないと思うんですけども、通常来るものが来ないとい

うようなことのお問い合わせなどもありますので、そこらはきちんと議会だよりの発行が

変わったっていうところのお知らせもきちんとしないといけないかなっていうふうには思

います。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 これは、またそういうふうに決まりましたら、議長を通じて自治連のほうにも通知して

いただくようにお願いしたいと思います。 

 あと、私、気づいたところなんですけれども、議会だよりの掲載内容の第３条のところ



－16－ 

で、ここに例えばここの２を乗じて得た数の項目について、点の後に原則として１回目の

質問と答弁を掲載するっていうのが関連質問、各個質問も３質問の中についていて、今実

態としてこういうふうになっておりませんので、どうなのかしらと思っているところです。 

 局長。 

○先灘事務局長 これは、代表、関連は、これはずっと歴史変わってないんですが、各個

質問が一問一答になって、この議会だよりの要綱自体が、前は総括方式だったんですね。

代表質問と同じだからっていって、だったので、次から追及という形だったんですけども、

一問一答に合わせた形に直してないっていうことだったようですので、現実は１回分ずつ

っていうより、１回目の質問、答弁になってないですよね、実際のところは。要約すると

答弁も何回かあったり、質問も何回かあったりしてますので、項目ごとのものっていうふ

うになってますので、確かにおっしゃるとおり、変えるのかどうなのかは別なんですけど

も。 

○矢田貝委員 変えるならここも考えんといけませんね。 

○先灘事務局長 質問答弁方式が変わったことに対応してないだけで、現実はきちんと合

ってるかと思いますんで。 

○伊藤委員長 それも含めて、また、要綱を変えるというようなところになれば、また御

協議いただきたいと思います。 

 そしてまた、ちょっと時間が過ぎてしまってあれですけれども、公明党さんが二色刷り

というふうに書いていただいてて、確かに二色刷りは皆さんのこれまでの意見も多かった

んですけども、見直しのところの２枚目の一番下に、現行の議会だよりを印刷している業

者に確認したところですが、現在のまま二色刷りとした場合は、各号４０万の１６０万と

いうような年間経費がまたかかるということで、ちょっとこれはまた次の機会において、

またページ数が変えられたりとかそういうようなところで、経費的に何とかできるときに

なってからというようなことで、今はちょっと保留ということにさせていただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

 でしたら、持ち帰りはちょっと多かったですけれども、でも、文字を大きくするという

ところとボリュームはそのままかそのまま以下かというようなところ、あと、議員の発言

についても、これから持ち帰っていただいて、また、それをもとにどういう形がいいかと

いう提案をさせていただくということになりましたので、そこら辺で、この議会だよりと

いうところは、いろいろなほかの意見もあるんですけれども、ちょっときょうは切りたい

と思いますが、ほかによろしいでしょうか。よろしいでしょうか。 

              〔「はい」と声あり〕 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

○先灘事務局長 委員長、よろしいですか。 

○伊藤委員長 局長。 

○先灘事務局長 基本的には今回御協議いただくのは、次年度の発行、例えば今ですと６

月が最初ということの目安でされるんでしたら、ちょっとこの協議を一旦区切る意味から

も、いついつまでに次年度の編集方法を変えていくのかという、終わりをある程度決めて

いただくということをしていただき、ここから次年度の（聞き取れず）とします。やっぱ

り年度ごとの契約になりますので、途中でなかなか変えにくいというのがありますので、
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一旦、ここまではやって、まだまだ改革はしなきゃいけないというところもあるかと思い

ますので、（聞き取れず）ですね、また次年度というような形で、一旦、目標を。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 反対に聞きますと、次年度に持ち越さないために、いつまでが期限だといいんですか。

ことしだと、もうあと２回ぐらいしかできないような、もっとすればいいんですけれども。

１月なのか２月なのか、３月までいいのかという。 

 局長、お願いします。 

○先灘事務局長 基本的な部分はことしと同じ形で要求、８８ページ、それから、表紙が

カラーで、モノクロということがあれば、予算的にはもうこれで要求そのままです。あと

は編集内容ですけども、これが６月発行になりますといつまでですればいいですか。契約

もしないといけませんので、４月早々には契約していかないといけないというところ。 

○佐藤主任 入札するときまでに。 

○先灘事務局長 発行月等もありますので、目標２月末ぐらいをめどに。 

○伊藤委員長 そうですね。 

 稲田委員。 

○稲田委員 要は、私は議会だよりにこれだけは載せようと思って議員が発言したけれど

も、項目数が限られとるなんていう、後で知っただけど、それはいけないので。 

 ２月でもいいんですよ、もうちょっと早いほうがいいかな。 

（「早いにこしたことはないです。」と佐藤主任） 

○伊藤委員長 もしかしたら、事前に告知しとかんといけんですよね、こういうふうにな

りますというようなところを。例えば、６月の議会だより出すんだったら、３月の議会だ

よりにはそれを紙面でお伝えしとかんといけんっていうふうになると、１２月っていうこ

とになりますか。 

（「２月号のボリュームが多くなっちゃうよね。」と先灘事務局長） 

（「リニューアルしますっていうことを市民に告知するのですね。」と長谷川事務局次長） 

（「というのを議会だよりで。」と先灘事務局長） 

（「それはリニューアルしたほうに、リニューアルしましたっていうのはよく見ますけど、

リニューアル告知みたいな。」と佐藤主任） 

ああ、わかりました。 

（「発行月が変わったら、それは事前にお知らせは必要かと思うんですけども。」と佐藤主

任） 

（「あと、ホームページ。」と先灘事務局長） 

今城委員。 

○今城委員 基本的に議員が考えなければならないことっていうか、やらなければならな

いことの中では、自分の質問をした内容についてきちっとした形で、ここがってお願いす

るしないは別にして、それが載りますよ、その載る形がこういうふうに変わりますよ、今

までの２問でこういうふうになってた文字数もこういうふうになりますよっていうことは

お伝えしないといけないことになると、とりあえず、一般質問が終わった時点か始まる前

かぐらいのところで、ちょっと頭には入れておいてもらわないといけないと思うんですよ。 

 そういう意味では、２月の終わりぐらいとか、招集される前ぐらいまでには、一応最終
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的にこの形でとりあえず来年度は始まりますよっていう形で認識を同じにしといてもらえ

ばいいのかなと。紙面の形、レイアウトとしての形は、いつも皆さんにこうなりますって

お知らせして発行しているわけではないので、現実的には。そこは私たちが責任をちょっ

と持たしてもらうかなっていう形にして、基本的には佐藤さんにお願いしてるっていうの

が多いんですけど。で、いいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○伊藤委員長 わかりました。それでは、わかりました、ありがとうございます。 

 それでは、２月ということで、２月。 

○今城委員 ２月の頭か中ごろまでには。 

○伊藤委員長 中ごろまでに、はい。 

○今城委員 そうしないと、招集の時点では皆さんが意識しとったという形に。 

○伊藤委員長 最後、多分閉会中の委員会のあたりだと思いますので、じゃあ、２月の閉

会中の委員会のあたり、中旬というようなことで、そこを区切って議論してもらいたいと

思います。 

○今城委員 契約的には大丈夫ですか。 

○佐藤主任 はい、今ちょっと。 

○今城委員 確認とか契約とか２月中だったら。 

○佐藤主任 はい、２月中だったら。 

○伊藤委員長 では、２月中旬ということでよろしくお願いいたします。ありがとうござ

います。 

 それでは、次に議会報告会についてですが、まず初めに、資料作成に担当として御回答

のあった委員の皆様、ありがとうございます。 

 今城委員、いいですか。 

○今城委員  いやいや、御指名いただければ、御指名があればと思っておりました     

ので。またどうぞ御検討ください。 

○伊藤委員長 はい、ありがとうございます。 

 資料はまた１０月内に決算のあたりの部分はやっておきたいなと思いますので、また、

改めて作成をしたいと思います。ありがとうございます。 

 そして、この議会報告会についての内容なんですけれども、皆さんそれぞれ説明してい

ただきましょうか。いいですか。 

 稲田委員。 

○稲田委員 前回の流れもあって、またこの場で私が議会という仕組みを、仕組みも書い

てありますけど、決算で指摘して予算に反映して、要は市民ニーズがこのようにして形に

なってますよっていうのが一つの本筋かなということで発言しましたので、そのことは言

うべきかなと思って載せております。以上です。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 よなご・未来さんはきょう欠席ですので、公明党議員団の、どちらか。 

 今城委員。 

○今城委員 内容ということとかについてということが本筋だったと思うんですが、持ち

帰った段階で。持ち帰った段階で、やはり他の２人の議員さんからもですが、やはり私も

委員会のときに一度お話ししたと思いますが、報告会、確かにやりましたということで、
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報告会やったけれども、議員側としての総括が行われていませんよっていうの、それは非

常に会派としてはありました。よかったところもあり、我々議員として反省するべきとこ

ろや、次回に反映するべきところやっていうことが、やはり我々の中で共通認識できてい

ないって、もちろん他の議員もそうですけども、というところはやっぱりあるっていうの

は感じるところです。ということも踏まえて、もとに戻るような発言の内容になってしま

っているんですけれども、一番最初は回数云々っていうこともそうですけど、きちっと総

括をした上で次に臨まなければならないということで、４月、５月にっていうことで一応

今、スケジュール的には組んでくださっているものですから、それをしないとかっていう

ふうに後ろ向きになってるわけではなく、それもすることを踏まえると、非常にタイトな

時間の中で、やっぱりそれぞれに総括っていうところをきちっとしませんかっていうとこ

ろをまず趣旨としてあるということは一応お伝えしとくところだと思います。 

矢田貝さんも私も、前回からもいろいろ話をしていますけれども、基本的に私たちは５

条の（１）、（２）、（３）、（４）、（５）っていうところがあくまでも議会報告会というとこ

ろの内容になってますので、要綱として決めてあるっていうことは大事と思いますから、

（１）、（２）、（３）、（４）、（５）のところに沿っていくという内容でやっぱりやることは

必要じゃないかな。そのことが、政英会さんが言われる予算、決算、議会の仕組みを中心

にって言われてることもほぼこれではないかなというふうに思いますので、内容について

のことはこれでっていうふうに会派としては考えているところです。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 では、又野委員。 

○又野委員 前にテーマを決めてとかっていうふうに出していたんですけれども、これま

でのこの会の話を聞くと、なかなかテーマ決めてというのは難しい感じがしたので、そう

いう話を持ち帰ってしたりして、それで、結果このように、今までの話でも出てるんです

けれども、議会の報告会なので、議会でどんな話がされたとか、指摘がされた、それがど

ういうふうに反映されたのかっていうのをメーンに、これまでそんな変わらないかもしれ

ないんですけども、そういうふうになるんじゃないかっていう話と、あと、いろいろ今ま

でも意見、市民の方々からたくさん出ているので、そこら辺をしっかり時間をとるように

したほうがいいのではないかという話で、書いてあるとおりなんですけれども、そのよう

な感じです。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 市民の意見を聞く時間をたっぷりとるっていうところですか、それは。 

○又野委員 そうですね。 

○伊藤委員長 どういうイメージなんでしょうか。 

○又野委員 何ていうんですかね、時間もしっかりとるとか、あと……。 

○伊藤委員長 わかりました、わかりました。意見交換の時間をたくさんとって、報告の

時間は短くするというようなことですね。 

○又野委員 そうです、そうです。はい。 

○伊藤委員長 以前もそんな話は出てて、報告は４０分、去年は４０分だったので、３０

分ぐらいに抑えておくほうがいいというような意見がたくさんございましたので、そのよ

うな形でと思っております。今城委員、公明党さんの意見に戻れば、しっかり総括をして
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検証が必要ではないかという御意見が、以前もいただいておりまして、一定程度で検証は

し、そして、また、改善するべきところがあったら委員会の中でどんどん上げていただけ

ればいいとは思っているところなんですけれども。皆さん、このことについては御意見は

いかがでしょうか。一つ一つ検証するということについて、具体的なイメージがあれば。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 １回目が終わった後に、全議員のもとに行っているであろう、この報告会

の意見、要望、回答の概要っていうところ等、いつ付だったでしょうか、このアンケート

……。 

○伊藤委員長 アンケートですね。 

○矢田貝委員 これをやっぱり、はい、現メンバーで共通認識していくっていうことで、

そこからじゃないかっていうことですね。今、質問とか意見を聞く時間をたくさんとるっ

ていうようなことも、口頭では言ってるんですけど、１個進むときに当たって、じゃあ、

これって約束事で改善点として決定なのかっていうところも、会話にはずっと出てきて、

書面にもあることではあるけども、次の開催に向かって確認したことでもないような気も

するので、一つ一つ読み返して、じゃあ次回はここは改善しようね、減らそうねっていう

のを確認していくっていうのも見直していく必要があるかなっていうふうに思っています。 

○伊藤委員長 皆さん、御意見等いただけるかと思いますが、このことについていかがで

しょうか。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 やったほうがいいと思いますし、ただ、４月、５月開催となると、それまで

に内容等々も決めておかないとっていうところもありますし、ある程度、リミットじゃな

いですけど、じゃあ、きょうやるのか、持ち帰りでやるのか、持ち帰りにしても、もう次

回全部これを採用しますっていう形にするのか、ちょっとスピードが要るのかなとは思い

ました。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 稲田委員は同様でいいですか。 

○稲田委員 やり方がちょっとあれですけど、はい、やるやらんだったらやるということ

で。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 又野委員は。 

○又野委員 そうですね、検討は当然しないといけないと思いますけれども、そこをどこ

まで追求するのかっていうところも難しいかとも。 

○伊藤委員長 稲田委員。 

○稲田委員 やって、項目だけ挙げて、例えばこの１ページ目の棒グラフで見たら、仮に

ですよ、何か富益、福米が多くて淀江、市役所、何でかなって、これを掘り下げるのかと

かね。 

 その下の棒グラフだと、これは若年層が少ないので、じゃあ、これちょっと工夫しよう

かとかを挙げていくと思うんです。それを、じゃあ、どこまで深掘りするかを考えながら

でしましょうよっていうことですよね。だから、どっかにこだわっちゃうと、ずっとそこ

ばっかりになって、そこをちょっと懸念してるということで。 
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○伊藤委員長 今城委員。 

○今城委員 確かにそのとおりでございまして、私のイメージだけで申し上げると、そこ

のところっていうのは必要であれば思い返せばいいっていう感じで思っていて、実際もう、

４月、５月ということを決めているという状況で考えますと、その後のところで意見内容

のところがあるんですけど、黄色の……。 

○伊藤委員長 ああ、意見内容。 

○今城委員 はい。私はですよ。ここで特に言えば、議会制度だとか議会報告会そのもの

についての御意見が結構たくさんありまして、あとのところっていうのは、内容をきちっ

と精査していただいて書いていただいているんですけども、その一つ一つっていうのは、

内容的にはこういうものを要望されたりとか、こういうことを望んでいるとかっていうよ

うなことが結構意見内容としては多いのかなって思うんですけど、我々が今度、次の議会

報告会に臨むに当たってっていうことになると、その議会制度の問題だとか、あと、議会

報告会であった意見などについてのことを、じゃあ、これを改善するためにはどうしてい

くのかっていうところをちょっと、時間的にタイトなのもあるということを踏まえた上で

は、こういうところを皆さんの、参加された方の意見だということを踏まえて、先ほど稲

田委員さんも言われたみたいに、じゃあ、若年層に対してどうするんだっていうこととか

は、多分この中のほうの方たちのお話を総合してみると、そこを、じゃあどうしていかん

といけんかなっていうようなことに、資料っていうか、考え方の一つとしてはもとに立ち

返る、じゃあ、どういう方が来られてたのかなとかっていうことを考えることにはなると

思うんですけど、我々がちょっとこの４月、５月というところを目指してっていうことに

なると、この辺をちょっと検討していかねばならないのかなという気持ちと、全部をしま

しょうっていうことで意見が統一されたら、それはそれで頑張りますっていう感じではあ

るんですけども、４月、５月というところを一つ思うと、この辺で皆さんの御意見に対し

てどのように考えていくかっていうことや、それぞれの委員の考え方とかも、あと、会派

の考え方とかっていうのも、少しはあるのかなと思っているところです。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 私も、全てということになると、本当に取りとめもつかないけど、終わりはないという

ような形の中で、御提案いただければというふうに言っておりましたが、皆様の意見も検

証するべきではないかということでしたので、今城委員が具体的に提案してくださいまし

たので、この議会制度、また、議会報告会に関するところのみというところで、また、そ

この中でもきょうはよかったとか有意義であったみたいなようなところは除き、一つ一つ

また持ち帰っていただいて、またシートをつくりますので、持ち帰っていただいていろん

な意見をいただくという形で進めさせていただいてよろしいでしょうかね。いいですか、

いいですか。 

○今城委員 いかがでしょうか、私があれしてもいけんですが。 

○伊藤委員長 奥岩委員、何か。どうぞ。 

○奥岩委員 シートに何を記載されますか。そこまで詰めておかないと、ぼやっとしたも

のだと、ちょっと間に合うかなっていうのが。 

○伊藤委員長 議会制度と議会報告会に、議会報告会の。 

 奥岩委員。 
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○奥岩委員 そこは理解するんですけど、それ、そこから各委員とか各会派で、これを次

の報告会に入れようっていうのを抽出して持ってくるのかどうなのかというところです。 

○伊藤委員長 今城委員がおっしゃってた、ここの議会制度や議会報告会の中で、多分今

対応ができそうなところですよね、多分。対応ができそうなところや、議論になるような

ところを抽出してというふうに私は思っているんですけれども。だから、例えば……。 

 稲田委員。 

○稲田委員 これを６ページ、７ページに限定してでいいんですか。 

○伊藤委員長 ６ページ、７ページに限定してでいいんですよね。 

○稲田委員 要は、最初の環境の干拓虫はとか、議会制度で議会報告会のことを、じゃあ、

我々委員が必ず一読をして、ここから何か改善点、問題点やいろいろあるにしても、とり

あえず４月、５月にやるやつは、改善はこういうふうにしたほうがいいっていう項目を上

げるであればいいんじゃないかなと思いますが、いいんですか、そういうことで。 

○伊藤委員長 そういうことです。はい、そういうことで。 

 今城委員。 

○今城委員 基本、それでいいのかな、４月、５月に向けてという。ただ、よくよくしっ

かり読んでみると、今回の議会報告会にっていうことかどうかはわからなくても、この内

容として、角度としておっしゃってるところというのはどうなのかなと思うとこもなくは

ないような気がするんですね、意見の中で。ですから、報告会を開催するっていうことに

ついての考え方とか改善点とか取り入れるべきところっていうのは、やはりここの報告会

と、制度かちょっとどうかわからないんですけども、書いておられることがちょっとあれ

なんで、とは思うんですけど、一応報告会のことについてはメーンとして、６、７、８の

中からやっぱり問題点とか考えておくべきこととかがあれば。開催についてのことを一番

最前線にして考えたらいかがでしょうかねと思うんですけど。多分、御要望になるような

ことっていうのを、じゃあ議会報告会として報告できる内容なのかって言われるとちょっ

とわからないですし、開催するに当たっての必要になることなのかっていうと、やっぱり

ちょっと要望のところが多いのは、それを絞ってそのことにお答えする議会報告会には多

分ならないと思いますので、報告の（１）から（５）の内容から考えると。それは、でも、

こういうことを皆さんが聞きたいと思っておられるんだなっていうことをちょっと踏まえ

ると、その報告する角度の内容としては、ちょっと検討の余地もあるかもしれないなとい

うぐらいの気持ちです。済みません、まとまったようなまとまらんような、済みません。 

○伊藤委員長 それでは、６ページ、７ページを中心に、これは協議をするべきというふ

うなところで、要望は、議会報告会に関する要望のみにさせていただきまして、ちょっと

一回シートをつくらせていただきますので、そうした後に、いや、こういう視点もちょっ

と議論するべきではないかというようなところがあれば補足していただければいいと思い

ますので、そのような形で進めさせていただきたいと思います。次の委員会までに提出し

ていただいて、またまとめて委員会の中で協議をするということを重ねさせていただきた

いと思いますので、よろしいでしょうか。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 もう一度確認なんですけど、持ち帰って、次の委員会で出して、そこでもう

決をとってしまって、４月、５月の報告会に反映するっていう理解でよろしいですか。 
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○伊藤委員長 それはすぐにできるものもあるかもしれないですし、できにくいものもあ

るかもしれませんので、一つ一つ検証が必要だということがそういうことではないかなと

思うんですけども。 

 局長。 

○先灘事務局長 済みません、確認させてください。来年の４月、５月に行うっていうの

は、これ、もう、全議員の方の共通認識になっているんでしょうか、そこの確認を持ち帰

っていただくというところがまずは１点あると思います。これを議会報告会開催要綱に基

づいて行いますよっていう基本的な部分。先ほど来から出ております意見は、この議会報

告会をする運営の方法とか、あるいは広報のやり方とか、指摘があったので改善していこ

うという部分ですので、そこの部分はおいおい検証しながら詰めていくという部分は可能

かと思いますが、基本的な部分が、議会報告会開催要綱に基づいて来年の４月、５月、日

程はともかくとして、行わせていただくっていうところは、基本的な部分は確認を各会派

で、実施しますよというところのものがないと、段取り踏めなくなってしまいますので、

そこを一度持ち帰って、まず基本的な部分ですね、開催要綱に基づくものでつくりました

っていう。 

○伊藤委員長 それはもう共通認識はできているところで、もう決定したところだと思っ

ているんですけれども、違うところもあるんですか。 

○今城委員 あります。 

○伊藤委員長 あります、あります、あ、そうですか。 

 今城委員。 

○今城委員 済みません、だから、返るようで申しわけありませんっていうふうに言った

のは、検証できていないのに開催するっていうことができるんですかっていうところが一

つはあります。しないっていう、しちゃいけないとかっていうぐらいのそういう認識では

ないですけれども、それをしていないのにきちっとした形で次に同じようなことをやって

向かっていっていいんですかっていうことは、やっぱりあります。ありました。 

○伊藤委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 皆さんのところの開催要綱の最後です。任期の初日以後の報告会の１年当

たりの開催回数については、同日以後に別途協議を行うものとするということで、第１回

目が終わった後の協議の中で確認するべきところ、まず１回やったというところです。改

選が必ず来るというところになりますので、それも含めての検証ということを１回目のと

きに言ったつもりなんですけれど、ここで５月に向かっていくっていうところでしたので、

この要綱に書いてある最後の２行についての考え方も含めまして検証していくべきかなと

いうのは、もう一回発言のチャンスを今せっかくいただきましたので言わせていただきま

す。 

○伊藤委員長 なるほど。ここの開催回数も１回以上というところの数がとても多かった

ので、それで向かわせていただくというふうにこの委員会の中で決定したと思っておりま

すので、ここのところはもう決定事項というところで決定をさせていただいて、なるべく

早く検証をしつつ、取り入れられるものは取り入れ、共通認識が図れればというふうなと

ころで御理解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしいでし

ょうか。よろしいでしょうか。 
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〔「うちはいいですよ。」と声あり〕 

○伊藤委員長 でしたら、あっ、何か。 

○矢田貝委員 済みません。 

○伊藤委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 済みません、ここの委員会でそれが決まったことが議会の開催報告の、議

会報告会の開催と決定するっていうことなんですか。今、先ほどは広報の議題だよりのこ

とについても、ここで決めたことが各議員に周知する期間も含めてタイムスケジュールが

必要っていうことでアドバイスいただいて、そうだよねってなっておりますけれども、こ

こで総括をして、じゃあ次の開催について５月に向かいますっていうところについても、

総括したこと、実際に次に向かうことっていうのは議員の中にはどのように周知をしてい

くのかっていうところで、ここで話し合って決定なのかっていうあたりっていうのは、ど

こをどう読んだらいいんだろうっていうふうに思うんです。この最後の２行の意味って何

なのかなって思うんですけれど。 

○伊藤委員長 局長のほうから何か。 

○先灘事務局長 よろしいですか。 

○伊藤委員長 説明をお願いします。 

 局長。 

○先灘事務局長 この最後のものっていうのは、結局は終わりの年度で第１回目をしまし

たので、一旦リセットされますので、改選後のものの開催については新しいリセットされ

た新たなメンバーで協議しましょうというところから、この附則ができているわけです。

ですので、１年当たりの開催回数っていうのは通常ですと１回になってますが、改選後ど

うしましょうかと。だから、１回やりますか、やりませんかも含めて、開催回数ですから。

他市ですと、例えば改選の年にはしてないっていうところも視察等でその当時の議運のメ

ンバーの方も承知してましたんで、やるかやらないかも含めて、ですから、１回やります

よっていうところがあると年度ちょっと越えちゃうんですけども、これは年度なのか年な

のかっていう議論も前回たしかあったと思いますけども、そこらも含めて新しいメンバー

で、どういう形でするか協議するっていうのがこの附則の意味ですので、１回必ずしなさ

いっていうところまでは踏み込んではいない、新たなメンバーでお考えいただきたいって

いうものがこの附則ですので、この開催要綱に基づいて行うんだよというのは案を出しな

がらさせていただいてましたんで、それを目指しながら検証もして、どう詰めていくのか

というところかと思います。 

 それと、もう１点、この議会報告会開催要綱というのは、ブロックごとで地域に行って

やるという方式でございます。ですので、例えばテーマごとにやりましょうとか、これは

はなから想定してないものです。地域に行ってやるというところ。テーマがあってできる

こともありますけども、テーマごとにやりましょう、だから、場所は問わずに、例えば対

象者も問わないというやり方も当然出てくると思うんですが、それはこの議会報告会開催

要綱では想定していないことなんですよ。地域に行ってやる議会報告会の開催要綱という

位置づけでございます。ですから、いろんな御意見多分あると思いますので、今年度は前

回やったものをとりあえずやって、この開催要綱に基づいてやってみましょう。で、次は

どうしましょうかっていう話も一つあると思いますので、以前そのようなお話もとりあえ
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ずやろうというようなところもたしかあったとは思いますので、やった上で次のステップ

っていうところもあると思うんですけども。検証も含めて、やるんだけども。 

○伊藤委員長 多分それでタイトな期間、１１月ではなくって４月か５月かというところ

で御理解いただいたというふうに認識しておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、議会報告会は４月ないし５月、決定するのは多分ことし末だと思うんですけ

ど、この時点で決定させていただきたいと思っております。 

 あと、終わりになりましたけど、テーマですが、未来さんが書いていただいていますよ

うに、常任委員会ごとに説明するというような、その中でというようなお話なのかなと、

ちょっとよく、欠席なのでわからないので、また後で聞くようにしまして、予算、決算、

議会に集中するというようなところ、また、報告会の内容は、第５条にございます通常の

要綱に従ってというような部分で内容を決めさせていただきたいと思いますので、よろし

いでしょうか、確認したいと思います。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 済みません、お願いですけれども、次に向かいます、開催するということ

で、ここで話し合って今進むと決まりました。と同時に反省を１回目のものを総括してい

くわけで、５月だろう、２回目が終わった後にでも、きちっともう一度議会報告会という

ものがどういうものかということがきっと出てくると思います。まずは、やってみようで

いいかもしれませんが、なるべく開催した上で２回目になると。そのときに再度、議会報

告会の１年当たりの、４年の中での開催回数っていいますか、そこのあたりの全体を話し

合うっていうところは、ぜひ。１年に１回っていうことがどんどん走っていって、検証が

できない、改善もできないっていうことではないっていうタイミングをぜひ一度設けてい

ただきたいっていうのはお願いをしておきたいと思います。よろしくお願いします。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。承知いたしました。 

 前回の議会報告会の終わった後、検証が不十分だったのかなというような反省も踏まえ

て、矢田貝委員がおっしゃるように、きちっと一つ一つの検証をさせていただきたいと思

っておりますので、皆様も御協力をお願いしたいと思います。 

 これで議会報告会のことはよろしいでしょうかね、とりあえずよろしいでしょうか。 

 それでしたら、その他に入りますけれど、その他、何かございましたらお願いしたいと

思います。よろしいですか。 

〔「なし」と声あり〕 

○伊藤委員長 長谷川次長。 

○長谷川事務局次長 済みません、１つだけ。前に、また広報の話に戻りますが、大山町

に行くというお話がありましたが、きょうのお話を聞いておりまして、やっぱり行ってみ

られるということで、進めさせていただいてよろしいものでしょうか。 

○伊藤委員長 皆さん、よろしいでしょうか。大山町の視察というようなこと。よろしい

でしょうか。 

○矢田貝委員 済みません。 

○伊藤委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 大山町さんは、議員さんが汗かいておられます。そこのところを、私たち
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議員が大山町に行かせていただいて何を学んで、議員が事務局で今大変御苦労いただいて

るところを取ってでも、レイアウトも含めて、要約も含めてやっていくのかっていうとこ

ろについて、お話を聞きに行く目的っていうところを確認しとくべきじゃないかなと思う

んですけれど。 

いいのをつくっておられるから見せてくださいっていうのと、どんな御苦労されてます

かっていうところで、何を見てくるんだろうっていう気はしております。 

でも、いいものは学びたい的な、ちょっとよく自分でわかってないところがあるんです

けど。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 

 皆様はいかがでしょうか、御意見ございませんか。 

 何ですかね、レイアウトの仕方っていうのがいろいろコツがあると思うんですね。そこ

のところを、やっぱりポイントを押さえていらっしゃるからぱっと見やすかったりとか、

開いてみたくなるというようなところがあるんではないかなと、お話を聞いていろいろ学

ぶべきところはあるんではないかなと思います。 

結局は私たちが実際つくるわけでは、今現在ないですけれども、そういう視点っていう

のは必要ではないかなと私は思っておりますので、日程調整もしながら、参加していただ

ける多くの委員の皆さんとともに頑張っていければなと思っております。 

よろしいでしょうか、進めさせていただきましても。よろしいでしょうか。 

 長谷川次長。 

○矢田貝委員 行くっていうことは伝わってるんですか。 

○長谷川事務局次長 はい、一応下話というか。 

○伊藤委員長 はい、その点は聞いております。 

○長谷川事務局次長 間に大山町の議会の事務局の方とお話ししておりまして。 

 日程のとり方なんですが、できるだけ閉会中の委員会の時とかと思ったんですけど、な

かなか午前中だけとか２時間だけとかいう、２時間で終わるのかなと思ったりもしまして。 

○伊藤委員長 １時間ぐらいでしょう。 

○長谷川事務局次長 何もないときよりは、やっぱりそういうときのほうがよろしいです

よね。 

○伊藤委員長 １時間ぐらいで、はい。 

○長谷川事務局次長 では、閉会中の日程に合わせるような形。 

○伊藤委員長 いや、閉会中の日程ではなくって、大山町議会が説明員さんが確保できて、

私たち委員のなるべく多くの皆さんが行ける日程を調整していただければと思いますが、

いかがでしょうか。     。 

○矢田貝委員 行きたくないわけじゃないんですけど、済みません、本当にこういったこ

とを学ぶのって広報の、ＰＴＡ新聞を含めて、その専門の方を呼んで学ぶという機会があ

って行かせていただいたんですけれども、そういったことを学びに行くのに大山町さんの

議員さんに学ぶのかなっていうところが本当によろしいのでしょうかというところが、本

当に先進事例なので、そこに至るまでの何かがあって、このすばらしいものができ上がっ

ていると思うんですけれども、そこが気になります。 

○伊藤委員長 ありがとうございます。 
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○矢田貝委員 でも、行きますよ。 

○伊藤委員長 デザイナーさんに来てもらおうだとか、新聞記者さんの新聞のレイアウト

をしてらっしゃる方に来てもらおうというふうな話もありましたけれども、費用が発生す

るかもしれないなというところでちょっとちゅうちょいたしまして、大山町議会は広報紙

がとても、優秀賞だとか取ってらっしゃるということで、全国から視察がたくさんあると

いうことで、なれていらっしゃるということなので、説明のポイントなんかも押さえてく

ださるのではないかなと思って、第１回目はそれにさせていただきました。よろしくお願

いいたします。よろしいでしょうか。 

 じゃあ、日程調整等、できましたら早目にお願いして、また１２月議会も近づきますの

で、早い時点でよろしくお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、ありがとうございます。以上で広報広聴委員会を閉会いたします。 

午前１１時３７分 開会 
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